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平成２６年第８回せたな町議会臨時会 

 

平成２６年１２月８日（月曜日） 

○議事日程 

  １ 会議録署名議員の指名について 

  ２ 会期の決定 

  ３ 諸般の報告 

  ４ 承認第１号 専決処分の承認について（平成２６年度せたな町一般会計補正予算（第

６号）） 

５ 同意第１号 せたな町監査委員の選任について 

    

○出席議員（１１名） 

   １番 奥 村 喜美男 君     ２番 本 多   浩 君 

   ３番 大 野 一 男 君     ５番 平 澤   等 君 

   ６番 石 原 広 務 君     ７番 小 平   久 君 

   ８番 澤 田 光 子 君     ９番 大 湯 圓 郷 君 

  １０番 細 川 伸 男 君    １１番 熊 野 主 税 君 

  １２番 菅 原 義 幸 君 

   

○欠席議員（０名） 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席を求めた者は次のとおりである。 

   町       長  高  橋  貞  光  君 

   教 育 委 員 会 委 員 長  田  井  重  久  君 

 

１．町長、教育委員会委員長の委任を受け出席する説明員は、次のとおりである。 

 （１）町長の委任を受けて出席する説明員 

   副 町 長  髙  野  利  廣  君 

   総 務 課 長  西  村  晋  悟  君 

   財 政 課 長  髙  田     威  君 

《大成総合支所》 

   総 合 支 所 長  岡  崎  邦 三 郎  君 

《瀬棚総合支所》 

   総 合 支 所 長  駒  谷  正  義  君 
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（２）教育委員会委員長の委任を受けて出席する説明員 

   教 育 長  成  田  円  裕  君 

 

１．本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。 

   事 務 局 長  佐 々 木  正  則  君 

   事 務 局 次 長  横  川  洋  二  君 

   事 務 局 書 記  松  林     功  君 
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開会 午後１時３０分 

    ◎開会宣告 

○議長（菅原義幸君） 皆さんこんにちは。 

 ただいまの出席議員は 11 名で定足数に達していますので、平成 26 年第 8 回せたな町議会臨

時会は成立いたしました。 

 よって、これより開会いたします。 

 

    ◎開議宣告 

○議長（菅原義幸君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（菅原義幸君） 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第 117 条の規定により、議長において 9 番、大湯圓郷議員、10 番、細川伸男議員を

本日の会議録署名議員に指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（菅原義幸君） 日程第 2、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今臨時会の会期は本日 1 日といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（菅原義幸君） 異議なしと認めます。 

よって会期は本日 1 日と決定いたしました。 

 

    ◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（菅原義幸君） 日程第 3、諸般の報告はお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第４ 承認１号 

○議長（菅原義幸君） 日程 4、承認第 1 専決処分の承認を議題といたします。本件について

提出者の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（髙野利廣君） 本案件につきましては、平成 26 年度せたな町一般会計予算補正予

算第 6 号でございまして、現在の歳入歳出予算の総額に 1,090 万 7,000 円を追加し、総額を 92

億 1,902 万 3,000 円としたものでございます。 

その主な内容ですが 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議員総選挙に伴う経費について 11 月
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21 日付で専決処分を行ったものでございます。 

地方自治法第 179 条第 3 項の規定により報告し議会の承認を求めるものでございます。 

 詳しい内容につきましては、担当課長より説明いたさせます。 

ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅原義幸君） 続いて内容の説明を求めます。 

高田財政課長。 

○財政課長（髙田 威君） それでは議案の 7 ページをお開き願います。歳出についてご説明

いたします。2 款総務費、3 目衆議院議員選挙費 1,090 万 7,000 円の追加でございます。12 月

14 日執行の第 47 回衆議院議員選挙に伴う経費として、1 節は投票管理者等 184 人に対する報

酬、3 節は投票事務従事者や開票事務従事者の時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当、8 節

は投票箱送致立会人等への謝礼、9 節は選挙管理委員会開催に係る委員への費用弁償など、11

節は懸垂幕、ポスター掲示板、事務用消耗品等を購入するための消耗品費や開票事務従事者の

夕食代としての食糧費などでございます。12 節は入場券等を送付のための通信運搬費等など、

13 節は 3 区で 100 カ所分のポスター掲示場の設置や撤去経費、14 節は投票者送迎用などの車

等借り上げ料などの補正をそれぞれお願いするものでございます。 

これらは係る歳入でございますが 6 ページをご覧願います。9 款 1 目ともに地方交付税 3 万

円の追加につきましては、普通交付税の追加でございます。14 款道支出金、1 目総務費委託金

1,087 万 7,000 円の追加につきましては、衆議院議員選挙に係る委託金の追加でございます。 

ただ今ご説明いたしました内容により一般会計補正予算の収支の均衡を図ったところでござ

います。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅原義幸君） 説明が終わりましたので質疑を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

○議長（菅原義幸君） 質疑を終わります。 

これより討論を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

○議長（菅原義幸君） 討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 承認第 1 号を承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

○議長（菅原義幸君） 異議なしと認めます。 

よって、承認第 1 号は承認することに決定いたしました。 

 

◎日程第５ 同意第１号 

○議長（菅原義幸君） 日程第 5、同意第 1 号 せたな町監査委員の選任を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 町長。 

○町長（高橋貞光君） 議案の 9 ページになります。同意第 1 号 せたな町監査委員の選任に

ついてでございます。 

 せたな町監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第 196 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求めるものでございます。 

 住所は久遠郡せたな町北檜山区豊岡 81 番地 6。名前は残間正。昭和 25 年 10 月 17 日生まれ

の 64 歳でございます。 

 次の 10 ページに経歴等を記載しておりますのでご参照願います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（菅原義幸君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。 

                                （「なし」と言う者あり） 

○議長（菅原義幸君） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

                                （「なし」と言う者あり） 

○議長（菅原義幸君） 討論を終わります。 

 これより、同意第 1 号の件を採決いたします。 

 この採決は、会議規則第 81 条の規定により、無記名投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

                                      （議場閉鎖） 

○議長（菅原義幸君） ただいまの出席議員は 10 名です。 

 次に、立会い人を指名します。 

 会議規則第 31 条第 2 項の規定により、立会い人に大野一男議員、大湯圓郷議員を指名しま

す。 

 投票用紙を配付します。 

                                    （投票用紙配付） 

○議長（菅原義幸君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

                                （「なし」と言う者あり） 

○議長（菅原義幸君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

                                    （投票箱点検） 

○議長（菅原義幸君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。 

 本件に対し、賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。他事記載は無効、白票は

否といたします。 

 ただ今から投票を行います。1 番席から順番に、議長席に向かって左側から投票し、右側よ
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り自席に着いてください。それでは順次投票願います。 

                                      （投  票） 

○議長（菅原義幸君） 投票漏れはありませんか。 

                                （「なし」と言う者あり） 

○議長（菅原義幸君） 投票漏れなしと認め、投票を終了します。 

 開票を行います。 

 大野一男議員、大湯圓郷議員に開票の立会いをお願いします。 

                                      （開  票） 

○議長（菅原義幸君） 投票の結果を報告します。 

 投票総数 10 票、有効投票 10 票、無効投票はありません。 

 有効投票のうち、賛成 10 票。 

 以上のとおり賛成多数です。したがって、同意第 1 号 せたな町監査委員の選任は同意する

ことに決しました。 

 議場の出入り口を開きます。 

                                      （議場開鎖） 

 

    ◎閉議宣告 

○議長（菅原義幸君） 以上で今臨時会に附議された案件の審議を終了しましたので会議を閉

じます。 

 

◎閉会宣告 

○議長（菅原義幸君） これをもって平成 26 年第 8 回せたな町議会臨時会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

 

 閉会 午後１時４３分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

  平成２６年１２月１２日 
 

 

議   長   菅 原 義 幸 

 

 

     署 名 議 員   大 湯 圓 郷 

 

 

     署 名 議 員   細 川 伸 男 

 


